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（議長） 

日程第１４、議案第５号から日程第３８、議案第３１号まで平成２５年度江

差町各会計予算並びに関連議案について、これを一括議題といたします。 
 
（議長） 
一括して、提案理由の説明を求めます。 

「町 長」   
 
「町 長」（提案説明） 
ただいま一括上程議案となりました議案第５号も平成２５年度江差町一般会

計予算及び、議案第６号から議案第１２号までの７特別会計予算。議案１３号、

議案第１３号平成２５年度江差町水道事業会計予算。議案第１４号から議案第

１５号まで、及び議案第１７号から議案第２９号まで。ならびに議案第３１号

の計２５議案についてでございます。平成２５年度の予算編成に当たりまして

は、財政健全化路線を堅持しつつも、県下の課題に積極的に対応することに、

主眼を置き、老朽化に伴う江差中学校の改築。安全安心な町づくりの推進。若

者の定住対策。子育て世代の支援。地域資源を活用した産業振興。新幹線開業

を見据えた観光対策の４項目を重点施策として予算編成を行ったところです。

この結果、平成２５年度の予算額は一般会計で４５億６０７０万円。特別会計

総額で２４億７７３万８千円。水道事業会計で７億１８３２万７千円と、なっ

たところでございます。各会計予算案及び関連議案の、具体的内容につきまし

ては、各担当課長より説明させますので、ご審議の上議決方よろしくお願い申

しあげます。 
 
（議長） 
以上で提案理由の説明が終わりました。 

 ただいまから提案説明がありました、平成２５年度各会計予算、並びに関連

議案について、各所管課の単位で補足説明を求め、質疑を受けることといたし

ます。 
 
（議長） 
説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

 
（休  憩） 
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（議長） 
休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 
（議長） 
日程第３９、議案第５号から第１５号及び議案第１７号から議案第２９号、

議案第３１号から平成２５年度江差町各会計予算並びに関連議案中、議会事務

局・総務財政課・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・税務課所管の予算

並びに関連議案について、一括補足説明を求めます。 
  「総務財政課長」 
 
「総務財政課長」（議会事務局費 補足説明） 
それでは、総務財政課所管の分でございます。予算書では、ちょっと確認だ

けさせて頂きます。３８ページからになります。３８ページの一般管理費。そ

れから飛びますけども４２ページの文書広報費。それから財政管理費。会計管

理費。４６ページの公平委員会費。諸費。５０ページの選挙費。５２ページの

監査委員費。８８ページの消防費。１０４ページの公債費、諸支出金、予備費

でございます。予算資料にもとづきまして、大きな所だけ説明申し上げます。

よろしくお願いします。予算資料７ページで、ございます。７ページの事業一

覧を、お願いします。 初に議会費でございます。議会費は１番から５番まで

ございます。総額で前年対比１１７万１千円の減額であります。減額の主な理

由につきましては共済組合負担金が、減額となったものでございます。続きま

して一般管理費でございます。６番。職員研修でございます。研修費につきま

しては総務係一括計上から、所管課科目への計上を変更いたしました。総務係

計上分は主に初任者研修、それから法務研修、講演会と。２５年度は１３件ほ

ど予定しております。各課の総体の研修件数はおよそ４０件、予定してござい

ます。総体で１２７万円の予算額で前年対比で２４万ほど、増額しております。

それから１３番、職員人件費でございます。職員人件費につきましては、予算

書の方で説明いたします。予算書の１０６ページ、お願いいたします。１０６

ページは給与費明細書でございます。１番が特別職関係でございます。これに

つきましては各委員の、増員、数字が、人数が増となってございます。鳥獣被

害対策実施隊員。それから景観審議委員などが増となるものでございます。報

酬の６８万８千円の増額の委員の増でございます。それから２番目の一般職で

ございます。一般職につきましては２５年度職員９５名で計算しております。

これは２４年度と同数でございます。給与費の比較の中で６１６６万７千増と

なってございます。これは３年ごとに精算されます。退職手当組合負担金の追

加分が２５年度ございます。この分が増となってございます。それから、予算
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資料にまた戻っていただきます。予算資料の今度は１４番でございます。総務

管理事務、従来の内部事務経費。例えば郵便料とか、電話料のことですけれど

も。これと、臨時職員配置の経費。これ一括しまとめたものでございます。内

容につきましては前年と大きく変わってございません。それから１６番、文書

広報費。１７番、財政管理費。１８番、会計管理費。これは大きく変更はござ

いません。次８ページです。４３番公平委員会費です。これも大きく、変わっ

てはいません。次に諸費でございます。４４番、友好都市交流でございます。

江差町と友好都市の交流がある、珠洲市の、伝統芸能であります、御神事太鼓、

の一行が来庁します。７月のかもめ島祭りに合わせての来行、総勢１０名を予

定しております。文化交流、それから総合交流を深めることができるものと考

えております。それから６３番、参議院議員通常選挙でございます。参議院議

員選挙が確定しておりますので、当初予算で計上しております。６５番。６６

番は監査委員費です。大きく変わってはございません。それから１５ページま

で飛びます。１５ページの２９１番、それから２９４番まで公債費でございま

す。元金で７億１８０５万、前年対比で、１億３４３７万９千円の減となって

おります。減となった要因は定時償還分がおよそ４１００万。それから繰上償

還およそ９３００万、これが前年対比で減となったものでございます。それか

ら２９５番、普通財産取得費、これは前年同様でございます。それから２９６

番、予備費です、これも前年同様でございます。以上です。そして関連がござ

います。条例の制定でございます。議案の第１５号、議案の６ページ、お願い

いたします。江差町の過疎地域自立促進基金条例の制定でございます。内容に

つきましては平成２１年度に過疎地域自立促進特別措置法いわゆる過疎法でご

ざいます。の改正が行われました。過疎債の対象事業がソフト事業にも拡大さ

れた。これを受けまして過疎基金を創設し、これを活用して町が抱える懸案課

題に対応していこうと、そういう趣旨でございます。これにつきましては町長

の町政執行方針の中でも述べてございます。そして６ページのですね、第１条

を見て欲しいのですけれども。措置法第１２条第２項に規定する事業とありま

す。どういう事かと言いますと具体的に申し上げますと、１つは地域医療の確

保。それからもう１つは住民の日常的な移動のための交通手段の確保。そして

集落の維持。住民の安心安全の確保。これらがこれの対象になると、いうこと

でございます。平成２５年度におきましては５０００万の基金設立をお願いし

ているところでございます。医師確保。それから子供医療費助成の拡大。特産

品開発促進販売。そして脳疾患救急搬送と。この４事業を予定してございます。

以上が条例の概要でございます。終わります。 
 
（議長） 
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「税務課長」 
 
「税務課長」（補足説明） 

それでは税務課所管の歳出予算について説明申し上げます。予算書の４８ペ

ージから、５１ページでございます。予算資料では８ページに、事務事業別に

記載しております。まず、一目の税務総務費についてであります。事務的経費

で２２２万４千円のお願いでございます。前年度対比２１４万７千円の総額計

上となっていますが、平成２７年度の固定資産の評価替の準備としまして、標

準値及び地域区分調査のための不動産鑑定士に関する委託料が増加したもので

あります。 
次に、二目の、賦課徴収費でございます。これも事務的経費でございます。

予算額が１２０５万８千円で、前年度対比１２３万１千円の減額となっており

ます。が、昨年度実施の滞納管理システムの導入経費が、本年度は使用料のみ

で済むためでございます。 
続きまして、歳入予算の、町税について説明申し上げます。予算書の８ペー

ジ。事項別明細については２０ページから２３ページの３ページが町税に関す

るものでございます。また別冊予算資料として、３ページに総括しております

ので、合わせてご覧願います。町税収入総額は、８億２２９２万２千円を見込

んだところであり、前年対比で、１１１４万９千円が減となったところでござ

います。まず町民税でございます。個人町民税と法人町民税合わせて３億５６

２５万５千円であります。個人町民税につきましては、現年の分で３億１３３

万１千円を見込んでおります。ここ３ヵ年の納税義務者の減少と、マイナスで

ありますが、所得の伸びを勘案しまして、特に所得割の落ち込みが予測されま

すことから、前年対比で４．９％の減少を見込んだところでございます。 
次に法人町民税でございます。事業所数の減少。長引く景気の低迷で減少が

見込まれます。前年比およそ８６万５千円の減少を見込んだところでございま

す。次に固定資産税でございます。予算額は、国有資産等の交付金を含めて、

３億５４０９万９千円であります。純固定資産税につきましては、土地、家屋、

償却資産を含めて、ほぼ前年並みの金額を見込んでございます。次に、国有資

産等、所在市町村交付金でございます。当町に所在する国及び北海道の出先機

関が所有する交付金により、土地、家屋、償却資産について。定められた方法

により交付金が支払われるものでございます。資産等の減少によりまして６７

万５千円の減となったところでございます。続きまして軽自動車税につきまし

ては、直近の実績から勘案して１４８０万円ほどと前年とほぼ同額を見込んで

ございます。続きまして町たばこ税でございます。たばこそのものの売上は減

少傾向にありますが、地方たばこ税の北海道との比率が１３％ほど増加したこ
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とから、前年対比で４７０万円増加を見込み、８０８５万３千円の予算額とな

ったところでございます。 
後に、入湯税につきましては、直近の調定額を勘案し、３０万５千円を見

込んだところでございます。以上合わせて８億２９２２万２千円を町税収入と

見込んだところでございます。よろしくお願いいたします。 
 
（議長） 
以上で「総務財政課長（監査委員事務局含む）」 

 
「総務財政課長」（監査委員事務局含む 補足説明） 
それでは引き続き私の方から歳入全般の説明を申し上げます。予算書の８ペ

ージでございます。予算書の８ページをお願いしたいと、２２ページの事項別

明細書も、合わせてご覧頂きたいと思います。８ページの２款地方譲与税から

８款の地方特例交付金まで。合計でほとんど１億５４７９万１千円でございま

す。前年対比で、１７１３万円、９．９％の減額となったところでございます。

これらにつきましては地方財政計画の進捗率、伸張率、それから実績等、をも

とに算出してございます。 
続きまして９款。地方交付税でございます。事項別明細書は、２２ページで

ございます。地方交付税につきましては前年実績、それから地方財政計画をも

とにしておりますけれども、普通交付税では、国の給与削減７．８％分に見合

う、一律削減分と、給与のラスパイレス指数、職員数の削減等、いわゆる行革

の見返り分でございます。これらを試算し、前年対比で２０９４万２千円減で

ございます。トータルで２２億８１５０万５千円と見込んだところでございま

す。１０款の交通安全対策特別交付金は、９０万円で前年対比１６万円の減を

見込んだところでございます。 
次に少し飛びます。１７款、繰入金のうち基金繰入金につきまして、説明し

ます。基金繰入金につきましては４２９０万円の増でございます。３２ページ

の事項別明細書がわかりやすいかなあというふうに思っております。３２ペー

ジの事項別明細書に２項に過疎地域自立促進基金繰入金。すでに説明いたしま

したように今年度新たに作ります基金からの、４１００万円の取り崩しを行う

ものでございます。３３ページの説明欄に事業内容、さきほど申しましたけれ

ども、これが記載してございます。 
それから１８款。繰越金につきましては１０万円で前年度同額でございます。 

１９款。これは３４ページ。諸収入による。２項。町、町の預金利子。これら

につきましては１０万円で５万円の減となっております。前年実績を勘案して

ございます。 
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それから２０款。３４ページの下段でございます。町債につきまして。後ほど

第２表で説明しますけれども、総額２億９２３６万７千円で前年対比５１７１

万２千円の増となっております。主なものとしてさきほど来度々説明しており

ます、過疎債による基金積立。これが５０００万が増の主な要因でございます。 
関連がございます。予算書の１３ページ。また少し飛びますけどもお願いし

ます。第２章で地方債です。起債の目的、過疎地域自立促進基金限度額５００

０万。基金の方を証書借入。利率５．０％以内。償還の方法は記載のとおりで

ございます。 
以下、公有林整備から臨時財政対策まで記載のとおりでございます。 
予算書の１１０ページをお願いします。継続費に関する調書でございます。

補正予算の提案でも説明いたしました、江差中学校改築整備についてでござい

ます。支出計画事業の進行状況と記載のとおりでございます。続きまして次の

ページ１１１ページでございます。債務負担行為に関する調書でございます。

予算成立した後の２５年度またはそれ以降に支出予定の事項および金額を一覧

表に記載しております。 
続きまして１１５ページ。地方債に関する調書でございます。地方債の現在

高をそれぞれ２３年度末２４年度末見込み。それから２５年度末見込み。これ

らを記載してございます。２５年度末での見込額は６４億４３９６万７千円と

いう見込みになります。 
戻ります。予算書、３ページまで戻って欲しいのです。３ページが第３条の

一時借入金でございます。一時借入金の 高額は１５億円と定めるものでござ

います。同じく第４条は、歳出予算の流用についての規定でございます。以上

平成２５年度江差町一般会計予算につきました、予算書記載のとおりでござい

ます。終わります。 
 
（議長） 
なんですか。「小野寺議員」 
 

（小野寺議員） 
議事進行あります。 
 

（議長） 
はい。 
 

（小野寺議員） 
議員の皆さんの同意をいただければ、議長をして一件。資料についてお願い
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したい件があります。実はあの町長の今回でも大きな目玉であります、新幹線

の開業を見据えた環境対策が明日の商工関係で、予算資料でいうと１２ページ

にありまして、７６１万円なんですが。私も資料要求締切り終わった後にいろ

いろ勉強しましたら大変大きな事業で、実はこれ、一括７６０万で数本ある事

業を一本にしています。これだったらよくわからないんです。それで担当課長

に聞きましたら一覧表１ページでありました。それで、議員の皆さんの同意頂

ければ、明日資料として出して頂きたいということで、資料としての議事進行

であります。 
 
（議長） 

今小野寺議員からですね、資料の要求がございました。よって今の説明通り

ですね、追分商工観光課の中にですね、その資料があるそうでございまして、

その中で皆さん賛成しますか。 
 
（「賛成」の声） 

 
（議長） 
はい。それでは賛成多数ということで資料を明日配布をいたします。それで

はですね、おはかりします。本日の会議はこれで延会としたいと思いますが御

異議はありませんか。 
 
（「なし」の声） 

 
 
（議長） 
異議なしとめて認め、本日はこれは延会することで決定いたしました。大変

ご苦労さまでございます。 
 

  延 会 ： 
 


